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１．労働保険料について 

 先月号でお知らせしましたが、去る 1月 27日に労

働保険料の第 3 期の引落をさせていただきました。

（納付は 2月 14日です。） 

 今年度は今期で最後となりましたが、今年度も労

働保険料の徴収事務にご協力いただきまして、誠に

ありがとうございました。 

 来年度はまた、4 月の賃金集計から始まり、年度

更新、3 回の保険料納付となります。ご協力のほど

よろしくお願い致します。 

 なお、今回引落ができなかったお客様、振込・集

金のお客様については、改めて連絡いたしますので、

よろしくお願い致します。 

 

 

２．医療費のお知らせ 

 毎年のことですが、2月中旬に協会けんぽから「医

療費のお知らせ」が届きます。 

 平成24年10月～平成25年9月に受診した分につ

いてです。各事業所宛て届きますので、担当の方は

開封しないで本人さんに渡してください。 

 

 

３．雇用保険被保険者数通知について 

 これも毎年のことですが、「雇用保険被保険者数通

知はがき」が、2月下旬から順次送られてきます。 

 これは文字通り、雇用保険に入っている従業員さ

んの人数をお知らせするもので、平成 25年 11月 29

日時点での人数が通知されます。 

 3 ヵ月も前の時点なので人数の把握が難しい場合

もあろうかと思いますが、もし疑問な点や人数が合

わないというようなことがありましたら、ご連絡く

ださい。 

 

 

４．雇用保険事務手続適正月間について 

 雇用保険事務手続きについては、 

  ・（諏訪労務管理センターなど）労働保険事務組

合に事務委託をしている 

  ・照合省略の研修を受けている 

ことによって、手続き書類と賃金台帳・出勤簿等と

の照合が省略されています。 

 これもまたまた毎年のことですが、ハローワーク

諏訪では、2 月中に行う処理についてはこの照合の

省略が、できなくなります。 

 資格取得の手続きだとか離職票だとかが、普段だ

と手続きの書類だけ持っていけばいいのが、賃金台

帳、出勤簿、労働者名簿（三帳簿といいます。）等々

も持って行き、その場で照合確認をしてもらわなけ

ればいけないということになります。 

 お客様にも大変なご面倒をおかけしますが、2 月

中に手続きをする場合は、必ず上記三帳簿は最低で

もご用意ください。 

 

 

５．凍結転倒災害防止について 

 転倒による労働災害が大変多くなっているそうで

す。 

 当事務所のホームページ「最新ＮＥＷＳ」に載せ

てありますので、是非ご覧ください。 

http://misawakaikei.jp/sharoushi/index.html 

 

【今月の名言】 

◎欠陥の多い人間は、特徴も多い人間だ。 

（本田宗一郎） 

 

◎自分の失敗を笑える人は、ふたたび成功できる人。 

（和田秀樹／精神科医） 

 

（あとがき） 

 2 月 1 日は、睦会新年会にご出席いただき、誠に

ありがとうございました。 

 残念ながらご欠席だった方は、来年はぜひご出席

いただけますよう宜しくお願い致します。 

 さて、大分体調を崩している人が多いように感じ

ますが、皆さんはいかがでしょうか？ 

 私はここ数年、熱も出ません。丈夫になったのか、

もう熱さえ出ない年齢になってしまったのか。。。 

（キムラ） 
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